
  

1 

○
環
境
省
告
示
第
三
十
六
号 

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
環
境
大
臣
が
定

め
る
排
水
基
準
に
係
る
検
定
方
法
（
昭
和
四
十
九
年
九
月
環
境
庁
告
示
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

環
境
大
臣 

浅
尾
慶
一
郎 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 
改 

 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

前 



  

2 

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
有
害
物

質
の
種
類
又
は
項
目
ご
と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物 

日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
規
格
」
と
い

う
。
）
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 

十
四
・
二
、
十
四
・
三
、
十
四
・
四
又
は
十
四

・
五
に
定
め
る
方
法
（
た
だ
し
、
十
四
・
二
に
定
め
る
方
法
に
あ
つ
て
は
四

・
二
・
四
・
二
、
四
・
二
・
四
・
三
又
は
四
・
二
・
四
・
五
に
定
め
る
操
作

を
行
う
も
の
と
す
る
。
） 

 

二 

シ
ア
ン
化
合
物 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

二 

九
・
三
・
二
若
し
く
は
九
・

三
・
三
の
蒸
留
操
作
を
行
い
、
九
・
四
、
九
・
五
若
し
く
は
九
・
六
（
た
だ

し
、
蒸
留
操
作
は
装
置
に
て
行
わ
な
い
）
の
分
析
を
行
う
方
法
又
は
昭
和
四

十
六
年
十
二
月
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
（
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に

つ
い
て
）
（
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
付
表
一
（
蒸
留
操
作
は
装
置
に
て

行
う
）
に
掲
げ
る
方
法 

三 

有
機
燐り

ん

化
合
物 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

四 

七
・
二
・
一
及
び
七
・
二
・

三
に
定
め
る
方
法
又
は
パ
ラ
チ
オ
ン
、
メ
チ
ル
パ
ラ
チ
オ
ン
若
し
く
は
Ｅ
Ｐ

Ｎ
に
あ
つ
て
は
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

四 

七
・
二
・
一
、
七
・
二
・
二
・
二

及
び
七
・
二
・
五
又
は
七
・
二
・
一
及
び
七
・
二
・
六
に
定
め
る
方
法
（
た

だ
し
、
七
・
二
・
六
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
七

・
二
・
二
の
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
を
行
う
と
き
は
、
七
・
二
・
二
・
二
に
定
め

る
操
作
と
す
る
。
） 

四 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 

十
三
・
二
、
十
三
・
三

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
有
害
物

質
の
種
類
又
は
項
目
ご
と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物 

日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
（
以
下
「

規
格
」
と
い
う
。
）
五
十
五
に
定
め
る
方
法
（
た
だ
し
、
規
格
五
十
五
・
一

に
定
め
る
方
法
に
あ
つ
て
は
規
格
五
十
五
の
備
考
一
に
定
め
る
操
作
を
行
う

も
の
と
す
る
。
） 

  

二 

シ
ア
ン
化
合
物 

規
格
三
十
八
・
一
・
二
（
規
格
三
十
八
の
備
考
十
一
を

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
三
十
八
・
二
に
定
め
る
方
法
、
規
格
三
十
八
・

一
・
二
及
び
三
十
八
・
三
に
定
め
る
方
法
、
規
格
三
十
八
・
一
・
二
及
び
三

十
八
・
五
に
定
め
る
方
法
又
は
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
環
境
庁
告
示
第
五
十

九
号
（
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
）
（
以
下
「
告
示
」
と
い

う
。
）
付
表
一
に
掲
げ
る
方
法 

三 

有
機
燐り

ん

化
合
物 

付
表
一
に
掲
げ
る
方
法
又
は
パ
ラ
チ
オ
ン
、
メ
チ
ル
パ

ラ
チ
オ
ン
若
し
く
は
Ｅ
Ｐ
Ｎ
に
あ
つ
て
は
規
格
三
十
一
・
一
に
定
め
る
方
法

（
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
法
を
除
く
。
）
、
メ
チ
ル
ジ
メ
ト
ン
に
あ
つ
て
は

付
表
二
に
掲
げ
る
方
法 

   

四 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

規
格
五
十
四
に
定
め
る
方
法
（
た
だ
し
、
規
格
五
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、
十
三
・
四
又
は
十
三
・
五
に
定
め
る
方
法
（
た
だ
し
、
十
三
・
二
に
定
め

る
方
法
に
あ
つ
て
は
四
・
二
・
四
・
二
、
四
・
二
・
四
・
三
又
は
四
・
二
・

四
・
五
に
定
め
る
操
作
を
、
十
三
・
四
に
定
め
る
方
法
に
あ
っ
て
は
四
・
二

・
四
・
四
又
は
四
・
二
・
四
・
五
に
定
め
る
操
作
を
行
う
も
の
と
す
る
。
） 

五 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 

二
十
四
・
三
・
一
に
定

め
る
方
法
（
着
色
し
て
い
る
試
料
又
は
六
価
ク
ロ
ム
を
還
元
す
る
物
質
を
含

有
す
る
試
料
で
検
定
が
困
難
な
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
四
・
三
・
三
・
四

の
 b)
及
び
二
十
四
・
二
に
定
め
る
方
法
）
又
は
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 

二

十
四
・
三
・
二
に
定
め
る
方
法
（
た
だ
し
、
塩
分
の
濃
度
の
高
い
試
料
を
検

定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
規
格
Ｋ
〇
一
七
〇‐

七 

七
の
a)
又
は
b)
に
定

め
る
操
作
を
行
う
も
の
と
す
る
。
） 

 

六 

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 
二
十
・
二
、
二
十
・

三
、
二
十
・
四
又
は
二
十
・
五
に
定
め
る
方
法 

七 

（
略
） 

八 

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物 

告
示
付
表
三
に
掲
げ
る
方
法
及
び
付
表
一
に
掲

げ
る
方
法 

九 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル 

規
格
Ｋ
〇
〇
九
三
に
定
め
る
方
法
又
は
告
示
付

表
四
に
掲
げ
る
方
法 

十 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五 

五
・
一
、
五
・
二
、
五
・

三
・
二
、
五
・
四
・
一
又
は
五
・
五
に
定
め
る
方
法 

十
一 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五 

五
・
一
、
五
・
二
、

十
四
・
一
に
定
め
る
方
法
に
あ
つ
て
は
規
格
五
十
四
の
備
考
一
に
定
め
る
操

作
を
、
規
格
五
十
四
・
三
に
定
め
る
方
法
に
あ
つ
て
は
規
格
五
十
二
の
備
考

九
に
定
め
る
操
作
を
行
う
も
の
と
す
る
。) 

 

五 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三
の
二
十
四
・
三

・
一
に
定
め
る
方
法
（
着
色
し
て
い
る
試
料
又
は
六
価
ク
ロ
ム
を
還
元
す
る

物
質
を
含
有
す
る
試
料
で
検
定
が
困
難
な
も
の
に
あ
つ
て
は
、
日
本
産
業
規

格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三
の
二
十
四
・
三
・
三
・
四
の
 b)
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｋ

〇
一
〇
二‐

三
の
二
十
四
・
二
に
定
め
る
方
法
）
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇

一
〇
二‐

三
の
二
十
四
・
三
・
二
に
定
め
る
方
法
（
た
だ
し
、
塩
分
の
濃
度

の
高
い
試
料
を
検
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
七
〇

－
七
の
七
の
a)
又
は
b)
に
定
め
る
操
作
を
行
う
も
の
と
す
る
。
） 

六 

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物 

規
格
六
十
一
に
定
め
る
方
法 

 

七 

（
略
） 

八 

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物 

告
示
付
表
三
に
掲
げ
る
方
法
及
び
付
表
三
に
掲

げ
る
方
法 

九 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル 

日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
〇
九
三
に
定
め
る
方
法
又

は
告
示
付
表
四
に
掲
げ
る
方
法 

十 
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
、
五
・

二
、
五
・
三
・
二
、
五
・
四
・
一
又
は
五
・
五
に
定
め
る
方
法 

十
一 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
、
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五
・
三
・
二
、
五
・
四
・
一
又
は
五
・
五
に
定
め
る
方
法  

十
二 

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五 

五
・
一
、
五
・
二
、
五
・
三

・
二
又
は
五
・
四
・
一
に
定
め
る
方
法 

十
三 

四
塩
化
炭
素 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五 

五
・
一
、
五
・
二
、
五
・
三
・
二

、
五
・
四
・
一
又
は
五
・
五
に
定
め
る
方
法  

十
四 

一
・
二-

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五 

五
・
一
、
五
・
二
、

五
・
三
・
二
又
は
五
・
四
・
一
に
定
め
る
方
法 

十
五 

一
・
一-

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五 

五
・
一
、
五
・
二

、
五
・
三
・
二
又
は
五
・
四
・
一
に
定
め
る
方
法  

十
六 

シ
ス-

一
・
二-

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五 

五
・
一
、

五
・
二
、
五
・
三
・
二
又
は
五
・
四
・
一
に
定
め
る
方
法 

十
七 

一
・
一
・
一-

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五 

五
・
一
、
五

・
二
、
五
・
三
・
二
、
五
・
四
・
一
又
は
五
・
五
に
定
め
る
方
法  

十
八 

一
・
一
・
二-

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五 

五
・
一
、
五

・
二
、
五
・
三
・
二
、
五
・
四
・
一
又
は
五
・
五
に
定
め
る
方
法 

十
九 

一
・
三-

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五 

五
・
一
、
五
・
二

、
五
・
三
・
二
又
は
五
・
四
・
一
に
定
め
る
方
法 

二
十
～
二
十
二 

（
略
） 

二
十
三 

ベ
ン
ゼ
ン 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五 

五
・
一
、
五
・
二
、
五
・
三
・
二

又
は
五
・
四
・
二
に
定
め
る
方
法 

二
十
四 

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 

二
十
六
・
二

、
二
十
六
・
三
又
は
二
十
六
・
四
に
定
め
る
方
法 

五
・
二
、
五
・
三
・
二
、
五
・
四
・
一
又
は
五
・
五
に
定
め
る
方
法  

十
二 

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン 

日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
、
五
・
二

、
五
・
三
・
二
又
は
五
・
四
・
一
に
定
め
る
方
法 

十
三 

四
塩
化
炭
素 

日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
、
五
・
二
、
五

・
三
・
二
、
五
・
四
・
一
又
は
五
・
五
に
定
め
る
方
法  

十
四 

一
・
二-

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン 

日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
、

五
・
二
、
五
・
三
・
二
又
は
五
・
四
・
一
に
定
め
る
方
法 

十
五 

一
・
一-

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一

、
五
・
二
、
五
・
三
・
二
又
は
五
・
四
・
一
に
定
め
る
方
法  

十
六 

シ
ス-

一
・
二-

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の

五
・
一
、
五
・
二
、
五
・
三
・
二
又
は
五
・
四
・
一
に
定
め
る
方
法 

十
七 

一
・
一
・
一-

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン 

日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五

・
一
、
五
・
二
、
五
・
三
・
二
、
五
・
四
・
一
又
は
五
・
五
に
定
め
る
方
法  

十
八 

一
・
一
・
二-

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン 

日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五

・
一
、
五
・
二
、
五
・
三
・
二
、
五
・
四
・
一
又
は
五
・
五
に
定
め
る
方
法 

十
九 

一
・
三-

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン 

日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一

、
五
・
二
、
五
・
三
・
二
又
は
五
・
四
・
一
に
定
め
る
方
法 

二
十
～
二
十
二 

（
略
） 

二
十
三 

ベ
ン
ゼ
ン 

日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
、
五
・
二
、
五

・
三
・
二
又
は
五
・
四
・
二
に
定
め
る
方
法 

二
十
四 
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物 

規
格
六
十
七
に
定
め
る
方
法 
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二
十
五 

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 

五
・
二
、
五

・
三
、
五
・
五
又
は
五
・
六
に
定
め
る
方
法 

二
十
六 
ふ
つ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

二 

五
・
二
及
び

五
・
三
、
五
・
二
及
び
五
・
四
（
妨
害
と
な
る
物
質
と
し
て
ハ
ロ
ゲ
ン
化
合

物
又
は
ハ
ロ
ゲ
ン
化
水
素
が
多
量
に
含
ま
れ
る
試
料
を
測
定
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
蒸
留
試
薬
溶
液
と
し
て
、
水
約
二
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
硫
酸
十
ミ

リ
リ
ッ
ト
ル
、
り
ん
酸
六
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
及
び
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
十
グ
ラ

ム
を
溶
か
し
た
溶
液
と
グ
リ
セ
リ
ン
二
百
五
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
を
混
合
し
、

水
を
加
え
て
千
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
し
た
も
の
を
用
い
、
規
格
Ｋ
〇
一
七
〇‐

六 

六
図
二
注
記
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
溶
液
の
ラ
イ
ン
を
追
加
す
る
。
）

、
五

・
二
及
び
五
・
五
（
蒸
留
操
作
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
フ
ェ
ノ
ー
ル
フ

タ
レ
イ
ン
溶
液
を
加
え
ず
、
ｐ
Ｈ
試
験
紙
に
よ
っ
て
液
性
を
判
別
す
る
。

）

又
は
五
・
二
・
二
及
び
五
・
六
に
定
め
る
方
法 

二
十
七 

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物
及
び
硝
酸

化
合
物 

ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
化
合
物
に
あ
つ
て
は
規
格
Ｋ
〇

一
〇
二‐

二 

十
三
・
三
、
十
三
・
四
、
十
三
・
五
、
十
三
・
六
又
は
十
三

・
七
に
定
め
る
方
法
（
た
だ
し
、
十
三
・
四
、
十
三
・
五
又
は
十
三
・
六
に

定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
蒸
留
操
作
を
行
う
と
き
は

、
十
三
・
二
・
二
又
は
十
三
・
二
・
四
に
規
定
す
る
方
法
と
す
る
。
）
に
よ

り
検
定
さ
れ
た
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
イ
オ
ン
の
濃
度
に
換
算
係
数
〇
・
七
七
六
六

を
乗
じ
て
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
の
量
を
検
出
す
る
方
法
、
亜
硝
酸
化
合
物
に

あ
つ
て
は
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

二 

十
四
・
二
、
十
四
・
三
又
は
十
四
・
四

二
十
五 

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物 

規
格
四
十
七
に
定
め
る
方
法 

 

二
十
六 

ふ
つ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

規
格
三
十
四
・
一
（
規
格
三
十
四
の
備

考
一
を
除
く
。
）
、
三
十
四
・
二
若
し
く
は
三
十
四
・
四
（
妨
害
と
な
る
物

質
と
し
て
ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物
又
は
ハ
ロ
ゲ
ン
化
水
素
が
多
量
に
含
ま
れ
る
試

料
を
測
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
蒸
留
試
薬
溶
液
と
し
て
、
水
約
二
百
ミ

リ
リ
ッ
ト
ル
に
硫
酸
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
、
り
ん
酸
六
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
及
び

塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
十
グ
ラ
ム
を
溶
か
し
た
溶
液
と
グ
リ
セ
リ
ン
二
百
五
十
ミ

リ
リ
ッ
ト
ル
を
混
合
し
、
水
を
加
え
て
千
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
し
た
も
の
を
用

い
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
七
〇‐

六
の
六
図
二
注
記
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
溶

液
の
ラ
イ
ン
を
追
加
す
る
。
）
に
定
め
る
方
法
又
は
規
格
三
十
四
・
一
・
一 

c)
（
注
（２）
第
三
文
及
び
規
格
三
十
四
の
備
考
一
を
除
く
。
）
に
定
め
る
方
法

及
び
告
示
付
表
七
に
掲
げ
る
方
法 

二
十
七 

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物
及
び
硝
酸

化
合
物 

ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
化
合
物
に
あ
つ
て
は
規
格
四
十

二
・
二
、
四
十
二
・
三
、
四
十
二
・
五
、
四
十
二
・
六
又
は
四
十
二
・
七
に

定
め
る
方
法
（
た
だ
し
、
四
十
二
・
二
、
四
十
二
・
六
又
は
四
十
二
・
七
に

定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
規
格
四
十
二
・
一
c)
の
蒸

留
操
作
を
行
う
と
き
は
、
規
格
四
十
二
の
備
考
二
及
び
備
考
三
に
規
定
す
る

方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
検
定
さ
れ
た
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
イ
オ
ン
の
濃
度
に
換

算
係
数
〇
・
七
七
六
六
を
乗
じ
て
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
の
量
を
検
出
す
る
方

法
、
亜
硝
酸
化
合
物
に
あ
つ
て
は
規
格
四
十
三
・
一
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
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に
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
さ
れ
た
亜
硝
酸
イ
オ
ン
の
濃
度
に
換
算
係
数
〇

・
三
〇
四
五
を
乗
じ
て
亜
硝
酸
性
窒
素
の
量
を
検
出
す
る
方
法
、
硝
酸
化
合

物
に
あ
つ
て
は
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

二 

十
五
・
七
又
は
十
五
・
八
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
検
定
さ
れ
た
硝
酸
イ
オ
ン
の
濃
度
に
換
算
係
数
〇
・
二
二
五

九
を
乗
じ
て
硝
酸
性
窒
素
の
量
を
検
出
す
る
方
法
（
た
だ
し
、
亜
硝
酸
化
合

物
及
び
硝
酸
化
合
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
方
法
に
代
え
て
十
五
・
三
（
十
五

・
三
・
四
ｌ)
及
び
ｍ)
の
式
中
「−ρ

NO2 --2 ×
1.
3
48

」
を
除
く
。
）
、
十
五
・

四
（
十
五
・
四
・
四
ｇ)
及
び
ｈ)
の
式
中
「−

ρ
NO2

--2 ×
1.348

」
を
除
く
。
）

又
は
十
五
・
六
（
十
五
・
六
・
四
ｇ)
及
び
ｈ)
を
除
く
。
）
に
定
め
る
方
法
に

よ
り
検
定
さ
れ
た
亜
硝
酸
イ
オ
ン
及
び
硝
酸
イ
オ
ン
の
合
計
の
硝
酸
イ
オ
ン

相
当
濃
度
に
換
算
係
数
〇
・
二
二
五
九
を
乗
じ
て
亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝
酸

性
窒
素
の
合
計
量
を
検
出
す
る
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
） 

二
十
八 

一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン 

告
示
付
表
七
に
掲
げ
る
方
法 

二
十
九 

水
素
イ
オ
ン
濃
度 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

一 

十
二
に
定
め
る
方
法 

三
十 

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

一 

十
八
に
定
め
る

方
法 

三
十
一 

化
学
的
酸
素
要
求
量 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

一 

十
七
・
二
に
定
め

る
方
法 

三
十
二 

浮
遊
物
質
量 

告
示
付
表
八
に
掲
げ
る
方
法 

三
十
三 

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

一 

二
十
二
・
三
又
は
二
十
二
・
四
に
定
め
る
方
法 

三
十
四 

フ
ェ
ノ
ー
ル
類
含
有
量 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

四 

五
・
二
・
三
（

検
定
さ
れ
た
亜
硝
酸
イ
オ
ン
の
濃
度
に
換
算
係
数
〇
・
三
〇
四
五
を
乗
じ
て

亜
硝
酸
性
窒
素
の
量
を
検
出
す
る
方
法
、
硝
酸
化
合
物
に
あ
つ
て
は
規
格
四

十
三
・
二
・
五
又
は
四
十
三
・
二
・
六
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
さ
れ
た

硝
酸
イ
オ
ン
の
濃
度
に
換
算
係
数
〇
・
二
二
五
九
を
乗
じ
て
硝
酸
性
窒
素
の

量
を
検
出
す
る
方
法(

た
だ
し
、
亜
硝
酸
化
合
物
及
び
硝
酸
化
合
物
に
あ
つ
て

は
、
当
該
方
法
に
代
え
て
規
格
四
十
三
・ 

二
・
一
（
c)

12)
及
び
c)

13)
の

式
中
「‐

C×
1.348

」
を
除
く
。)

又
は
四
十
三
・
二
・
三(

c)

７)
及
び
c)

８)
を
除
く
。)

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
さ
れ
た
亜
硝
酸
イ
オ
ン
及
び
硝

酸
イ
オ
ン
の
合
計
の
硝
酸
イ
オ
ン
相
当
濃
度
に
換
算
係
数
〇
・
二
二
五
九
を

乗
じ
て
亜
硝
酸
性
窒 

素
及
び
硝
酸
性
窒
素
の
合
計
量
を
検
出
す
る
方
法
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。) 

 

二
十
八 

一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン 

告
示
付
表
八
に
掲
げ
る
方
法 

二
十
九 

水
素
イ
オ
ン
濃
度 

規
格
十
二
・
一
に
定
め
る
方
法 

三
十 

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量 

規
格
二
十
一
に
定
め
る
方
法 

 

三
十
一 

化
学
的
酸
素
要
求
量 

規
格
十
七
に
定
め
る
方
法 

 
三
十
二 

浮
遊
物
質
量 

告
示
付
表
九
に
掲
げ
る
方
法 

三
十
三 
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量 

付
表
四
に
掲
げ
る
方
法 

 

三
十
四 

フ
ェ
ノ
ー
ル
類
含
有
量 

規
格
二
十
八
・
一
（
規
格
二
十
八
の
備
考
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た
だ
し
、
蒸
留
操
作
を
行
う
と
き
は
、
五
・
二
・
二
・
三
に
規
定
す
る
方
法

を
除
く
。
）
又
は
五
・
二
・
四
（
た
だ
し
、
試
験
操
作
を
行
う
と
き
は
、
規

格
Ｋ
〇
一
七
〇‐

五
の
う
ち
六
・
三
・
二
、
六
・
三
・
三
又
は
六
・
三
・
四

に
規
定
す
る
方
法
に
限
る
。
）
に
定
め
る
方
法 

三
十
五 

銅
含
有
量 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 

十
一
・
三
、
十
一
・
四
、
十
一

・
五
又
は
十
一
・
六
に
定
め
る
方
法 

三
十
六 

亜
鉛
含
有
量 
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 

十
二
・
二
、
十
二
・
三
、

十
二
・
四
又
は
十
二
・
五
に
定
め
る
方
法 

三
十
七 

溶
解
性
鉄
含
有
量 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 

十
六
・
三
、
十
六
・

四
若
し
く
は
十
六
・
五
に
定
め
る
方
法
又
は
付
表
二
に
掲
げ
る
方
法 

三
十
八 

溶
解
性
マ
ン
ガ
ン
含
有
量 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 

十
五
・
二
、

十
五
・
三
、
十
五
・
四
又
は
十
五
・
五
に
定
め
る
方
法 

三
十
九 

ク
ロ
ム
含
有
量 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 
二
十
四
・
二
に
定
め
る

方
法 

四
十 

（
略
） 

四
十
一 

窒
素
含
有
量 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

二 

十
七
・
二
、
十
七
・
三
又

は
十
七
・
五
（
十
七
・
五
・
三
・
二
を
除
く
。
）
に
定
め
る
方
法 

四
十
二 

燐り
ん

含
有
量 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

二 

十
八
・
四
（
十
八
・
四
・
一

・
四
の
 b)
を
除
く
。
）
に
定
め
る
方
法 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

二
及
び
備
考
三
並
び
に
規
格
二
十
八
・
一
・
三
の
た
だ
し
書
以
降
を
除

く
。
）
に
定
め
る
方
法 

  

三
十
五 

銅
含
有
量 

規
格
五
十
二
・
二
、
五
十
二
・
三
、
五
十
二
・
四
又
は

五
十
二
・
五
に
定
め
る
方
法 

三
十
六 

亜
鉛
含
有
量 

規
格
五
十
三
に
定
め
る
方
法 

 

三
十
七 

溶
解
性
鉄
含
有
量 

規
格
五
十
七
・
二
、
五
十
七
・
三
又
は
五
十
七

・
四
に
定
め
る
方
法 

三
十
八 

溶
解
性
マ
ン
ガ
ン
含
有
量 

規
格
五
十
六
・
二
、
五
十
六
・
三
、
五

十
六
・
四
又
は
五
十
六
・
五
に
定
め
る
方
法 

三
十
九 

ク
ロ
ム
含
有
量 

規
格
六
十
五
・
一
に
定
め
る
方
法 

 

四
十 

（
略
） 

四
十
一 

窒
素
含
有
量 

規
格
四
十
五
・
一
、
四
十
五
・
二
又
は
四
十
五
・
六

（
規
格
四
十
五
の
備
考
三
を
除
く
。
）
に
定
め
る
方
法 

四
十
二 

燐り
ん

含
有
量 

規
格
四
十
六
・
三
（
規
格
四
十
六
の
備
考
九
を
除

く
。
）
に
定
め
る
方
法 

 

付
表
一 
（
略
） 

付
表
二 

（
略
） 
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付
表
一 

ア
ル
キ
ル
水
銀
の
検
定
方
法 

 
 

一 
（
略
） 

 
 

二 

（
略
） 

 
 

三 

（
略
） 

 
 

四 

（
略
） 

五 

（
略
） 

 
 

備
考 一 

（
略
） 

二 

本
文
四
の
㈤
の
操
作
に
お
い
て
シ
リ
カ
ゲ
ル
を
シ
リ
カ
ゲ
ル
薄
層

板
か
ら
か
き
取
つ
た
後
、
本
文
四
の
㈥
の
操
作
に
代
え
て
磁
器
ボ
ー

ト
に
移
し
入
れ
、
以
下
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐
三 

二
十
五
・
二
・
二

・
四
の
j)
及
び
k)
に
定
め
る
操
作
を
行
つ
て
吸
光
度
を
測
定
し
て

も
よ
い
。 

三
～
五 

（
略
） 

（
削
る
） 

付
表
二 

溶
解
性
鉄
含
有
量
の
検
定
方
法 

一 

試
薬 

㈠ 

水 

規
格
Ｋ
〇
五
五
七
に
規
定
す
る
Ａ
三
の
も
の
。
定
量
す
る
元
素
に
つ

い
て
空
試
験
を
行
っ
て
使
用
に
支
障
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。 

付
表
三 

 

ア
ル
キ
ル
水
銀
の
検
定
方
法 

 
 

一 

（
略
） 

 
 

二 

（
略
） 

 
 

三 

（
略
） 

 
 

四 

（
略
） 

五 

（
略
） 

 
 

備
考 

 

一 

（
略
）  

二 

本
文
四
の
㈤
の
操
作
に
お
い
て
シ
リ
カ
ゲ
ル
を
シ
リ
カ
ゲ
ル
薄
板

か
ら
か
き
取
つ
た
後
、
本
文
四
の
㈥
の
操
作
に
代
え
て
磁
器
ボ
ー
ト

に
移
し
入
れ
、
以
下
規
格
六
十
六
・
一
・
二
の
c)
の
㈩
及
び 

に
定

め
る
操
作
を
行
つ
て
吸
光
度
を
測
定
し
て
も
よ
い
。 

 

三
～
五 

（
略
） 

付
表
四 

（
略
） 

（
新
規
） 

 

( ) 

十
一 
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㈡ 

硝
酸 

規
格
Ｋ
八
五
四
一
に
規
定
す
る
も
の 

㈢ 

鉄
標
準
液
（
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
） 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 

四
・
一
・
七
の
 b)
に
規
定
す
る
も
の 

㈣ 

内
標
準
液 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 

四
・
七
・
二
の
ｅ)
に
規
定
す
る
も
の 

二 

器
具
及
び
装
置 

㈠ 

Ｉ
Ｃ
Ｐ
質
量
分
析
装
置 

 
 

規
格
Ｋ
〇
一
三
三
に
規
定
す
る
も
の
で
、
コ
リ
ジ
ョ
ン
・
リ
ア
ク

シ
ョ
ン
セ
ル
を
備
え
、
ス
ペ
ク
ト
ル
干
渉
を
低
減
す
る
機
能
を
有
す

る
も
の
。
イ
オ
ン
源
と
し
て
高
周
波
プ
ラ
ズ
マ
と
同
等
の
性
能
を
も

つ
も
の
を
用
い
て
も
よ
い
。
サ
ン
プ
リ
ン
グ
コ
ー
ン
及
び
ス
キ
マ
ー

コ
ー
ン
の
材
質
か
ら
の
汚
染
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。 

㈡ 

ろ
紙 

規
格
Ｐ
三
八
〇
一
に
規
定
す
る
五
種
Ｃ
の
も
の 

三 

試
験
操
作 

㈠ 

試
料
を
ろ
紙
で
ろ
過
し
、
初
め
の
ろ
液
約
五
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
を

捨
て
、
そ
の
後
の
ろ
液
を
試
料
と
す
る
。 

㈡ 

試
料
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
硝
酸
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
を
加
え

る
。 

㈢ 

加
熱
し
て
約
十
分
間
静
か
に
煮
沸
す
る
。 

㈣ 

放
冷
後
、
水
で
一
定
量
に
す
る
。 
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㈤ 

㈣
の
溶
液
の
適
量
を
と
り
、
内
標
準
液
一
ミ
リ
リ
ッ
ル
を
加
え
、

五
容
量
パ
ー
セ
ン
ト
硝
酸
で
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
定
容
す
る
。 

㈥ 

㈤
の
溶
液
を
Ｉ
Ｃ
Ｐ
質
量
分
析
装
置
に
導
入
し
、
次
の
表
に
示
す

鉄
及
び
内
標
準
元
素
の
質
量
電
荷
数
比
（m

＼z

）
の
指
示
値
（
イ
オ

ン
カ
ウ
ン
ト
値
又
は
そ
の
比
例
値
）
を
測
定
し
、
鉄
の
指
示
値
と
内

標
準
元
素
の
指
示
値
と
の
比
を
求
め
、
四
に
よ
り
作
成
し
た
検
量
線

か
ら
試
料
中
の
鉄
含
有
量
を
算
出
す
る
。
（
注
一
）
・
（
注
二
） 

 

表
 
ス
ペ
ク
ト
ル
干
渉
の
例
 

 

元
素
 

 

m
／
z 

同
重
体
及
び
 

二
価
イ
オ
ン
の

干
渉
 

多
原
子
イ
オ
ン

の
干
渉
 

鉄
 

5
4
 

C
r
+ 
、
Pd

++ 
40Ar

14N
+、

40Ca
14N

+ 、

37Cl
16OH

+、

38Ar
16O

+ 

5
6
 

C
d
++ 

40Ar
16O

+ 
、

40Ca
16O

+ 

ガ
リ
ウ
ム
（
内

標
準
元
素
）
 

6
9
 

B
a
++ 

36Ar
33S

+ 
、

37Cl
16O

16O
+ 

7
1
 

-
 

36Ar
35Cl

+ 
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イ
ッ
ト
リ
ウ
ム

（
内
標
準
元
素

）
 

8
9
 

-
 

- 

 

㈦ 

空
試
験
と
し
て
、
試
料
と
同
量
の
水
を
用
い
て
、
㈠
～
㈥
の
操
作

を
行
う
。 

 

（
注
一
） 

内
標
準
元
素
は
、
試
料
の
性
状
を
考
慮
し
、
そ
の
他
の
適

切
な
元
素
を
用
い
て
も
よ
い
。 

（
注
二
） 

Ｉ
Ｃ
Ｐ
質
量
分
析
装
置
に
よ
る
鉄
の
測
定
で
は
、
ス
ペ
ク

ト
ル
干
渉
に
よ
る
測
定
妨
害
を
受
け
る
た
め
、
測
定
に
は
適
切
な
ス

ペ
ク
ト
ル
干
渉
低
減
化
用
ガ
ス
を
使
用
す
る
。 

（
注
三
） 

56F
e

に
対
し
て
は

4
0Ar

16O
+

及
び

40C
a
16O

+

、54Fe

に
対
し
て

は

40A
r
14N

+

、4
0Ca

14N
+

等
の
多
原
子
イ
オ
ン
の
ス
ペ
ク
ト
ル
干
渉
が
あ

る
。
コ
リ
ジ
ョ
ン
セ
ル
又
は
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
セ
ル
を
用
い
る
こ
と
に

よ
り
、
こ
れ
ら
の
多
原
子
イ
オ
ン
の
干
渉
が
十
分
小
さ
い
こ
と
を
確

認
し
て
お
く
。
な
お
、
カ
ル
シ
ウ
ム
濃
度
が
高
く
、
そ
の
干
渉
を
十

分
低
減
で
き
な
い
場
合
に
は
、
次
式
に
よ
り
ス
ペ
ク
ト
ル
干
渉
を
補

正
し
た
後
の
比
を
用
い
、
四
に
よ
り
作
成
し
た
検
量
線
か
ら
試
料
中

の
鉄
含
有
量
を
算
出
す
る
。
な
お
、
補
正
係
数
は
装
置
、
測
定
条
件

な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
試
料
に
含
ま
れ
る
カ
ル
シ
ウ
ム
の
濃
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度
と
同
程
度
の
カ
ル
シ
ウ
ム
だ
け
を
含
む
水
溶
液
を
、
試
料
測
定
の

前
又
は
後
に
測
定
し
て
求
め
て
お
く
。 

 

 
 
 
 

干
渉
補
正
後
の
鉄
（m

/z
 5
6

）
の
指
示
値
の
比
＝ 

 
鉄

( mz
5

6
)
の
指
示
値

内
標
準
元
素
の
指
示
値

−
補
正
係
数

1
×
カ
ル
シ
ウ
ム

( mz
4

4
)
の
指
示
値

内
標
準
元
素
の
指
示
値

 

（
式
１
）
 
 
 

補
正
係
数
₁
＝

カ
ル
シ
ウ
ム
溶
液
の

𝑚
/𝑧

 5
6
の
指
示
値

カ
ル
シ
ウ
ム
溶
液
の

𝑚
/𝑧

 4
4
の
指
示
値
 
（
式
２
）
 

又
は 

干
渉
補
正
後
の
鉄
（m

/z 
5
4

）
の
指
示
値
の
比
＝ 

鉄
( mz

5
4

)
の
指
示
値

内
標
準
元
素
の
指
示
値

−
補
正
係
数

2
×
カ
ル
シ
ウ
ム

( mz
5

4
)
の
指
示
値

内
標
準
元
素
の
指
示
値

 
 

（
式
３
）
 
 
 

 
 

 
補
正
係
数
₂
＝

カ
ル
シ
ウ
ム
溶
液
の

𝑚
/𝑧

 5
4
の
指
示
値

カ
ル
シ
ウ
ム
溶
液
の

𝑚
/𝑧

 4
4
の
指
示
値
 
（
式
４
）
 

 

（
注
四
） 

54F
e

（
同
位
体
存
在
度
約
五
・
八
％
）
に
対
し
て
は

54Cr

（

同
位
体
存
在
度
約
二
・
四
％
）
の
同
重
体
イ
オ
ン
に
よ
る
干
渉
が
あ

る
。
試
料
及
び
標
準
液
中
の
ク
ロ
ム
に
よ
る
干
渉
が
疑
わ
れ
る
場
合

に
は
、
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二‐

三 

十
六
・
六
・
七
の
 b)
に
よ
り
補
正

す
る
。 
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（
注
五
） 

こ
の
方
法
は
、
共
存
元
素
及
び
有
機
物
の
種
類
又
は
濃
度

の
影
響
を
受
け
や
す
い
の
で
、
内
標
準
法
に
よ
っ
て
定
量
す
る
。
た

だ
し
、
共
存
元
素
及
び
有
機
物
の
含
有
量
が
少
な
く
、
非
ス
ペ
ク
ト

ル
干
渉
が
無
視
で
き
る
試
料
の
場
合
は
、
内
標
準
元
素
の
添
加
を
省

略
し
、
鉄
の
指
示
値
を
用
い
る
検
量
線
法
に
よ
っ
て
定
量
し
て
も
よ

い
。 

四 

検
量
線
の
作
成 

鉄
標
準
液
を
段
階
的
に
希
釈
し
、
試
験
溶
液
と
同
じ
割
合
と
な
る

よ
う
に
硝
酸
及
び
内
標
準
液
を
加
え
、
三
㈥
の
操
作
を
行
い
、
検
量

線
を
作
成
す
る
。
検
量
線
の
作
成
は
試
料
測
定
時
に
行
う
。 

備
考 

こ
の
検
定
方
法
に
お
け
る
用
語
の
定
義
以
外
に
、
こ
の
検
定
方
法
に

定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 


